
　
億円

　

　
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

1,077,557 1,085,991 1,109,802 1,078,445 1,095,085 1,108,271 1,065,301

96,814 99,023 100,948 94,632 94,170 94,609 89,212

　

（2）固定資産税・都市計画税

　

　

　

　

 固定資産税
決   算   額

　

(単位：千円）

都市計画税
決   算   額
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□固定資産税 ■都市計画税



１．固定資産税のあらまし 

固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人が

納める税金です。 

 

１．納税義務者 

固定資産税を納める人は、原則として、固定資産の所有者で固定資産課税台帳に登録されている

人です。 

具体的には次のとおりです。 

(１)土地：土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 

(２)家屋：家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 

(３)償却資産：償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 

ただし、所有者として登記（登録）されている人が賦課期日前に死亡している場合や農地法によ

り国が買収した農地、土地区画整理事業による仮換地等については、その土地、家屋を現に所有し

ている人が納税義務者になります。 

 

２．課税客体 

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。 

(１)土地：田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地 

(２)家屋：住家、店舗、工場、倉庫その他の建物など、屋根及び周壁によって一定の空間を持つ

土地に定着した建造物 

(３)償却資産：土地及び家屋以外の事業に用いることができる機械、器具、備品等の資産（鉱業

権、漁業権などの無形減価償却資産は除く。）で、その減価償却額が法人税法等

の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの 

 

３．課税標準 

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決

定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。 

(１)土地及び家屋の課税標準 

土地と家屋については、原則として基準年度（３年ごと）に評価替えを行い、賦課期日現在

の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価替えを行わな

いで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。 

(２)償却資産の課税標準 

１月１日現在の償却資産の状況について、その所有者からの申告に基づき、毎年評価し、そ

の価格を決定して償却資産課税台帳に登録します。 

 

４．税額算定 

課税標準額×税率＝固定資産税額となります。 

(１)課税標準額 

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用 
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地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用さ

れる場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 

ア．土地：前年度課税標準額×負担水準による負担調整率 

負担水準とは、その年度の評価額に対する前年度課税標準額の占める割合で、これにより

負担調整率が決定します。小規模住宅用地、その他の住宅用地については、評価額にそれぞ

れの特例率（小規模住宅用地１／６・その他の住宅用地１／３）を乗じて算出します。 

イ．家屋：再建築価格×経年減点補正率 

評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものと

した場合に必要とされる建築費（再建築価格）を求め、家屋の建築後の年数の経過によって

生ずる損耗の状況による減価率（経年減点補正率）を乗じて算出します。 

在来分家屋の評価額は、基準年度ごとに、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額

が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。 

ウ．償却資産：取得価額×（１－減価率） 

取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少（減価）を考慮して評価さ

れ、定率法によって減価償却した残存価格が課税標準額となります。 

(２)税率 

固定資産税の税率は、町の条例で１００分の１．４としています。 

市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、１００分の１．４（標

準税率）です。しかし、市町村で財政上特に必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定

めることができます。 

(３)免税点 

町の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に

満たない場合には、固定資産税は課税されません。 

ア．土  地： ３０万円 

イ．家  屋： ２０万円 

ウ．償却資産：１５０万円 
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２．都市計画税のあらまし 

都市計画税は、道路、公園、上下水道などを整備する都市計画事業又は土地区画整理事業を行う市

町村において、その事業にあてるために、目的税として課税されるものです。 

 

１．課税客体 

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋が都市

計画税の対象となります。 

２．納税義務者 

都市計画税を納める人は、課税の対象となる土地及び家屋の所有者です。 

３．課税標準額 

土地、家屋とも固定資産税と同様の方法で求めます。住宅用地に係る課税標準の特例率について

は、小規模住宅用地で１／３、その他の住宅用地で２／３となります。 

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。 

４．税率 

税率は、１００分の０．３を上限として、市町村の条例で定めることとされており、当町では、

１００分の０．２としています。 

課税標準額×税率＝都市計画税額となります。 

５．納税の方法 

固定資産税とあわせて納めることになっています。 

 

※ 宅地の税負担の調整措置について 

  税負担の調整措置については、平成 9 年度から、地域や土地によりばらつきのある負担水準

（評価額に対する前年度課税標準額の割合）を課税の公平の観点から均衡化させることを重視し

た税負担の調整措置が講じられ、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担

水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めて

いく仕組みが導入されました。 

 これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、ある程度、負担水準の均衡化が

進展しつつありますが、依然として地域や土地によってばらつきが残っています。 

こうした点を踏まえ、平成 24 年度から平成 26 年度までの税負担の調整措置については、これ

までの制度を継続し、負担水準の均衡化をより一層進めることを基本としつつ、併せて合理性が

低下した特例措置の見直しとして、平成 26 年度より住宅用地の据置特例が廃止されます。なお、

平成 24 年度及び平成 25 年度については、納税者の負担感に配慮する観点から、負担水準 90％

以上の住宅用地のみ据置特例が講じられることとされています。 

 

１． 土地に係る固定資産税の負担調整措置 

（１） 宅地等 

① 商業地等 

  ア 負担水準が 70％を超える土地については、当該年度の評価額の 70％を課税標準額

とします。 
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  イ 負担水準が 60％以上 70％以下の土地については、前年度課税標準額を据え置きま

す。 

  ウ 負担水準が 60％未満の土地については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の

５％を加えた額を課税標準額とします。 

    ただし、当該額が、評価額の 60％を上回る場合には 60％相当額とし、評価額の 20％

を下回る場合には 20％相当額とします。 

② 住宅用地 

ア 負担水準が 90％以上の土地については、前年度課税標準額を据え置きます。 

イ 負担水準が 90％未満の土地については、前年度課税標準額に当該年度の評価額に住

宅用地特例率（1/6 又は 1/3）を乗じて得た額の５％を加えた額を課税標準額としま

す。 

  ただし、当該額が、評価額の 90％を上回る場合には 90％相当額とし、評価額の 20％

を下回る場合には 20％相当額とします。 

 住宅用地特例については、現行制度から変更ありません。 

    (注)ただし、住宅用地の据置特例は平成 24 年度及び 25 年度に限った経過的措置であり、

平成 26 年度からは据置特例はなくなります。 

（２） 農地（一般農地及び一般市街化区域農地） 

前年度課税標準額に負担水準の区分に応じて一定の調整率を乗じる現行の負担調整

措置を継続します。（一般市街化区域農地に関する特例率（1/3）も継続します。） 

（３） 据置年度の価格の修正 

     土地の価格は原則として、基準年度の価格を 3 年間据え置きますが、価格を据え置

くべき平成 25 年度及び平成 26 年度において地価の下落があり、価格を据え置くこと

が適当でない宅地等について、簡易な方法によって価格の修正を行っています。 

 

２．都市計画税の税負担の調整措置 

 都市計画税の課税標準額も、固定資産税の負担調整措置と同様の方法により求めます。 
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商業地等の宅地  小規模住宅用地 
（％）    

  

７０％に引き下げ 

  

特例（１/６） 

  

  

 

税負担据置 

 

  
   

〔A〕が価格×60％を 

上回る場合は 60％ 

 

 

前年度課税標準額 

+価格×5％=〔A〕 
 

 

  

  

  

  

 
 

〔A〕が価格×20％を 

下回る場合は 20％ 

 税負担据置 

↑ 

  

↑ 

 

（注）住宅用地の据置特例は平成 24 年度及び 25 年度に限った経過的措置であり、平成 26

年度からは据置特例はなくなります。 
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１００ 

０ 

９０ 

２０ 

０ 

６０ 

２０ 

７０ 

 

固定資産税価格 

(地価公示価格×７割) 

１００ 

 

〔A〕が価格×1/6×90％

を上回る場合は 90％ 

前年度課税標準額+ 

価格×1/6×5％=〔A〕 

 

〔A〕が価格×1/6×20％

を下回る場合は 20％ 



　　　　　　年　度

　区　分 人数(人) 前年比(％) 人数(人) 前年比(％) 人数(人) 前年比(％) 人数(人) 前年比(％) 人数(人) 前年比(％)

固 定 資 産 税 8,749 100 8,793 101 8,781 100 8,801 100 8,817 100

都 市 計 画 税 6,605 100 6,660 101 6,657 100 6,675 100 6,693 100

5
3

　　　　　　年　度

　区　分 筆棟数 前年比(％) 筆棟数 前年比(％) 筆棟数 前年比(％) 筆棟数 前年比(％) 筆棟数 前年比(％)

土　　　地（筆） 25,427 100 25,332 100 25,337 100 25,384 100 25,331 100

家　　　屋（棟） 7,757 101 7,778 100 7,804 100 7,830 100 7,846 100

資料：平成25年度概要調書第2表、第22表

25

25

資料：当初賦課実績

３．納税義務者数（現年課税分）の推移

23 24

21 22

4 ．土地の筆数及び家屋棟数（免税点以上）の推移

21 22

23 24



調 定 額 収 入 額
調 定 額
前 年 比

収 入 額
前 年 比

調 定 額 収 入 額
調 定 額
前 年 比

収 入 額
前 年 比

調 定 額 収 入 額
調 定 額
前 年 比

収 入 額
前 年 比

土　　地 323,757 314,527 98.9 98.9 300,928 293,113 92.9 93.2 293,214 285,402 97.4 97.4

家　　屋 472,113 458,655 103.4 103.4 465,217 453,136 98.5 98.8 472,724 460,130 101.6 101.5

小　　計 795,870 773,182 101.5 101.5 766,145 746,249 96.3 96.5 765,938 745,532 100.0 99.9

償却資産 307,972 307,972 100.7 100.7 313,997 313,997 102.0 102.0 332,654 332,654 105.9 105.9

合　　計 1,103,842 1,081,154 101.3 101.3 1,080,142 1,060,246 97.9 98.1 1,098,592 1,078,186 101.7 101.7

土　　地 48,519 47,522 99.5 99.4 44,598 43,776 91.9 92.1 43,542 42,733 97.6 97.6

家　　屋 52,373 51,296 102.5 102.5 50,615 49,683 96.6 96.9 51,361 50,407 101.5 101.5

合　　計 100,892 98,818 101.0 101.0 95,213 93,459 94.4 94.6 94,903 93,140 99.7 99.7

調 定 額 収 入 額
調 定 額
前 年 比

収 入 額
前 年 比

調 定 額 収 入 額
調 定 額
前 年 比

収 入 額
前 年 比

調 定 額 収 入 額
調 定 額
前 年 比

収 入 額
前 年 比

土　　地 285,401 278,091 97.3 97.4 280,181 273,573 98.2 98.4 277,136 98.9

家　　屋 482,748 470,383 102.1 102.2 442,138 431,712 91.6 91.8 447,826 101.3

小　　計 768,149 748,474 100.3 100.4 722,319 705,285 94.0 94.2 724,962 100.4

償却資産 338,056 338,056 101.6 101.6 341,793 341,793 101.1 101.1 349,194 102.2

合　　計 1,106,205 1,086,530 100.7 100.8 1,064,112 1,047,078 96.2 96.4 1,074,156 100.9

土　　地 42,638 41,879 97.9 98.0 41,991 41,318 98.5 98.7 41,623 99.1

家　　屋 52,218 51,290 101.7 101.8 47,541 46,781 91.0 91.2 48,354 101.7

合　　計 94,856 93,169 100.0 100.0 89,532 88,099 94.4 94.6 89,977 100.5

25

資料：決算統計（平成20年度～平成24年度）、当初賦課実績（平成25年度）

　　　　　　年　度

固定資産税

都市計画税

　区　分

 ５．調定額（現年課税分・免税点以上）・収入済額の推移

　　　　　　　年　度

　区　分

23 24

5
4

（単位：千円・％）

20 21

固定資産税

22

都市計画税



　　　区　分

法定免税点 法定免税点

未満のもの 以上のもの

（㎡） （㎡） （㎡） (イ）－（ウ）（㎡）

（ア） （イ） （ウ） （エ）

一 般 田 121,649 3,346,359 281,835 3,064,524

市 街 化 区 域 田 12,719 74,856 52 74,804

一 般 畑 126,547 2,408,717 254,666 2,154,051

市 街 化 区 域 畑 59,854 561,662 3,649 558,013

小 規 模 住 宅 用 地 1,339,023 35,771 1,303,252

一 般 住 宅 用 地 684,053 933 683,120

商 業 地 等 573,885 249 573,636

計 191,717 2,596,961 36,953 2,560,008

20,978

一 般 山 林 250,081 3,522,179 476,796 3,045,383

介 在 山 林 30,575 409,820 40,755 369,065

57,616 470,443 127,888 342,555

ゴ ル フ 場 の 用 地

遊 園 地 等 の 用 地

鉄 軌 道 用 地 69 324,131 3 324,128

そ の 他 の 雑 種 地 55,390 703,977 83,054 620,923

計 55,459 1,028,108 83,057 945,051

3,673,700

4,600,895 14,419,105 1,305,651 13,113,454合　　　　　　　　　計

池　　　　　　　　　沼

山
林

牧　　　　　　　　　場

原　　　　　　　　　野

塩　　　　　　　　　田

鉱　　　　泉　　　　地

雑
種
地

そ　　　　の　　　　他

　地　目

田

畑

宅
地

 ６．土地の概要に関する調

■　納税義務者数に関する調

■　価格等に関する調
地　　　　　　　　　　　　　　　　　積

資料：平成25年度概要調書第１表

非課税地積 評価総地積

55

　　　　　　　区　分 法　定　免　税　点 法　定　免　税　点

　個　人 未　満　の　も　の 以　上　の　も　の

　法人の別 (人） (人） (人）

個　　　　　　人 7,983 1,697 6,286

法　　　　　　人 324 104 220

計 8,307 1,801 6,506

総　　　　　数



法定免税点 法定免税点 （キ）に係る 非 課 税 法定免税点 法定免税点 平均価格

未満のもの 以上のもの 課税標準額 筆　　数 未満のもの 以上のもの （オ）/（イ）

(千 円) (千 円) (オ)－（カ）（千円） (千 円) （ 筆 ） （ 筆 ） （ 筆 ） (コ)－（サ）（筆）（円/㎡）（円/㎡）

（オ） （カ） （キ） （ク） （ケ） （コ） （サ） （シ） （ス） （セ）

350,240 29,388 320,852 320,852 474 4,052 466 3,586 105 113

440,308 852 439,456 107,450 56 125 2 123 5,882 27,740

145,173 15,309 129,864 129,864 305 2,803 378 2,425 60 61

4,291,456 22,449 4,269,007 742,033 266 609 14 595 7,641 36,900

36,094,112 368,996 35,725,116 5,937,213 7,503 368 7,135 26,956 62,199

9,104,193 8,034 9,096,159 3,024,955 3,803 33 3,770 13,309 62,199

10,102,385 2,500 10,099,885 7,055,875 1,339 17 1,322 17,604 68,340

55,300,690 379,530 54,921,160 16,018,043 387 12,645 418 12,227 21,294 68,340

16

171,121 22,727 148,394 148,394 341 2,893 669 2,224 49 51

19,602 1,923 17,679 17,679 115 530 73 457 48 51

21,170 5,755 15,415 15,415 226 1,749 458 1,291 45 45

893,476 8 893,468 625,427 1 1,234 1 1,233 2,757 3,066

2,515,414 38,233 2,477,181 1,728,424 499 1,800 630 1,170 3,573 60,973

3,408,890 38,241 3,370,649 2,353,851 500 3,034 631 2,403 3,316 60,973

6,211

64,148,650 516,174 63,632,476 19,853,581 8,897 28,440 3,109 25,331 4,449

最高価格

（法定免税点以上のもの）
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資料：平成25年度概要調書第2表

地積による地目別構成比 課税標準額による地目別構成比

決　　　定　　　価　　　格 筆　　　　　　　　　数 単位当り価格

総　額 評価総筆数

田

23.7%

畑

20.6%宅地

18.0%

山林

27.3%

その他

10.4%

田, 2.2%
畑, 4.4%

住宅用地, 

45.2%
非住宅用

地, 35.5%

山林, 0.8% その他, 

11.9%



　　　　区　分 地　　積 決定価格 課税標準額

平均価格 最高価格

(イ）/（ア）

（ア） (イ） （ウ） (円/㎡） (円/㎡）

繁 華 街

高度商業地区

普通商業地区 37,077 2,058,938 1,008,926 55,531 68,340 中央台２丁目

計 37,077 2,058,938 1,008,926 55,531 68,340

併用住宅地区

高級住宅地区

普通住宅地区 1,374,182 42,160,393 10,327,869 30,680 54,131 中央台１丁目

計 1,374,182 42,160,393 10,327,869 30,680 54,131

大 工 業 地 区

中小工業地区

家内工業地区

計

集 団 地 区

村 落 地 区 1,140,520 10,676,606 4,665,080 9,361 42,872 中川　堤下広町

計 1,140,520 10,676,606 4,665,080 9,361 42,872

8,229 25,223 16,168 3,065 6,403 柏木　谷津下

2,560,008 54,921,160 16,018,043 21,454

資料：平成25年度概要調書第4表

単位当り価格
最高価格地

の所在地
　地区別

商
業
地
区

住
宅
地
区

工
業
地
区

村
落
地
区

 生産緑地地区内の宅地

合　　　　　　　計
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観 光 地 区

 ７．宅地に関する調（法定免税点以上）

（㎡） （千円） （千円）

農業用施設の用に供する宅地



法定免税点 法定免税点

未満のもの 以上のもの

7,127 185 6,942

木　　造 6,390 252 6,138

非 木 造 1,722 14 1,708

木　　造 655,576 9,816 645,760

非 木 造 442,420 349 442,071

(㎡） 計 1,097,996 10,165 1,087,831

木　　造 15,622,112 14,560 15,607,552

非 木 造 17,465,568 1,382 17,464,186

（千円） 計 33,087,680 15,942 33,071,738

木　　造 23,830 1,483 24,169

非 木 造 39,477 3,960 39,505

（円） 計 30,135 1,568 30,402

単位当り価格
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納　税　義　務　者(人）

棟　　　　数

床　 面　 積

決 定 価 格

（棟） 計 8,112 266

 ８．家屋の概要に関する調

区　　　　　　　分 総　　数 提 示 平 均 価 額（円）

7,846
提示平均価額

木造家屋

非木造家屋

単位当り価格

資料：平成25年度概要調書第21表、22表

　２００，０００円

木造家屋

非木造家屋

　　実際免税点の額



増　減

年
度

項　目 木　　造 非　木　造 計 木　　造 非　木　造 計

棟数（棟） 58 83 141 38 5 43

面積（㎡） 6,932 10,477 17,409 2,721 446 3,167

㎡当り単価
（ 円 ）

66,310 88,562 79,702 12,800 28,850 15,060

決 定 価 格
（ 千 円 ）

459,662 927,864 1,387,526 34,828 12,867 47,695

棟数（棟） 48 5 53 41 2 43

面積（㎡） 6,061 543 6,604 2,650 104 2,754

㎡当り単価
（ 円 ）

66,305 74,777 67,002 12,397 12,827 12,414

決 定 価 格
（ 千 円 ）

401,877 40,604 442,481 32,853 1,334 34,187

棟数（棟） 63 9 72 54 6 60

面積（㎡） 6,907 995 7,902 3,964 440 4,404

㎡当り単価
（ 円 ）

67,678 72,379 68,083 10,232 12,752 10,484

決 定 価 格
（ 千 円 ）

467,641 70,353 537,994 40,559 5,611 46,170

棟数（棟） 47 20 67 50 6 56

面積（㎡） 6,511 7,292 13,803 2,891 512 3,403

㎡当り単価
（ 円 ）

65,811 70,032 68,041 12,690 35,734 16,157

決 定 価 格
（ 千 円 ）

428,495 510,675 939,170 36,686 18,296 54,982

棟数（棟） 67 17 84 68 6 74

面積（㎡） 7,379 2,549 9,928 5,159 703 5,862

㎡当り単価
（ 円 ）

62,431 72,711 65,070 10,858 39,395 14,280

決 定 価 格
（ 千 円 ）

460,676 185,340 646,016 56,017 27,695 83,712

.
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　　　資料：平成25年度概要調書第31表～第34表

 ９．家屋の増減状況の推移

新　　　　増　　　　築 減　　　　　　　　　少

21

22

23

24

25



　　価 格 等 地　積　(千㎡） 決　定　価　格 課 税 標 準 額

床面積　（㎡） （千円） （千円）

宅　　　地 1,439 44,773,643 18,930,683

そ　の　他 579 1,333,299 935,568

小　　　計 2,018 46,106,942 19,866,251

633 4,708,463 1,026,616

2,651 50,815,405 20,892,867

466,199 12,154,904 12,154,904

286,024 12,119,036 12,119,036

752,223 24,273,940 24,273,940

75,089,345 45,166,807

 10．都市計画税に関する調（法定免税点以上）

　区　　分

農 地

宅
地
等

計

土
地

木 造 家 屋

非 木 造 家 屋
家
屋

合　　　　　　　　　計

　　資料：平成25年度概要調書第53表、第54表
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計



（単位：千円）

課 税 標 準 の 特 例

規定を受けるもの

構 築 物 1,555,373 1,503,915 31,566 1,472,349

機 械 及 び 装 置 1,856,748 1,849,367 4,269 1,845,098

船 舶 0

航 空 機 0

車 両 及 び 運 搬 具 10,970 10,970 10,970

工具、器具及び備品 829,577 829,577 829,577

調 整 額

小           計 4,252,668 4,193,829 35,835 4,157,994

総務大臣が価格等を決

定し、配分したもの

都道府県知事が価格等を

決定し、配分したもの

小　　　　　　　計 21,683,016 20,748,575

25,935,684 24,942,404

内 町 分 の 額

訳 県 分 の 額

町
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

1,031,061

20,651,955
法
第
38
9
条
関
係
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　　資料：平成25度概要調書第70表

  法第743条第1項の規定により都道

　府県知事が価格等を決定したもの

合　　　　　　　　　計

種　　　　　　　　類

19,717,514

1,031,061

 11．償却資産の価格等に関する調

決　定　価　格 課 税 標 準 額

課　税　標　準　額　の　内　訳

左記以外のもの



価格 算定基準額 金額 団体数

1,569,764 341,934 4,787 1

（単位：千円）

算定標準額 交付金額 算定標準額 交付金額

1/6適用 204,266 2,860 2,860

1/3適用

2/5適用 137,668 1,927 1,927

0 0 341,934 4,787 4,787

　　（注）1/6適用：小規模住宅用地、1/3適用：一般住宅用地、2/5適用：住宅及び住宅用地

　　　　資料：平成25年度概要調書第89表

 12．国有資産等所在市町村交付金の状況

（ア）調定の状況

区　　　　　　　分

国　有　資　産 公　有　資　産

貸
付
資
産

計

（単位：千円・団体）
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（イ）国有資産等所在市町村交付金の状況

区　　　分

交　付　金

交付金額計

住宅以外のもの

住
宅
に
係
る
も
の



所　　　　　　　　　　在 20 21 22 23 24 25

中央台１丁目１４－１１ 68,700

東酒々井一丁目１－２１７ 67,200 64,600 63,600 63,300 62,600 62,100

中川字苗代場３２８ 62,400 60,200 59,200 59,000 58,100 57,700

本佐倉字北押出し２６３－１９６ 41,600 38,800 36,600 34,600 33,300 32,200

馬橋字中之尾余６７３－３（調整区域） 24,800 23,100 21,800 20,400 19,500 18,800

下岩橋字作畑２６２－７ 31,600 29,500 28,000 26,600 25,800 25,300

酒々井１６３２－７ 33,000

所　　　　　　　　　　在 20 21 22 23 24 25

中央台２丁目１４－１０ 70,000 68,600 67,600 66,600 66,300 66,300

上岩橋字岩崎３４８－５ 52,200 50,600 49,600 48,700 48,300 48,000

東酒々井四丁目４－１４５ 62,000 60,100 59,100 58,200 57,600 57,600

上本佐倉一丁目６－４ 36,700 34,200 32,300 31,100 30,000 29,600

尾上字馬場３５４（調整区域） 9,700 9,200 8,800 8,400 8,200 8,100

59,700

47,200

中央台４丁目　　　　　　（町道02－008号線付近） 44,500

ふじき野一丁目　　　　　（町道2Ｂ－288号線付近） 34,300

上本佐倉一丁目　　　　  （国道51号線付近）

東酒々井一丁目　　　　  （町道01－007号線付近）

東酒々井三丁目　　　　  （町道2Ｂ－065号線付近）

東酒々井五丁目　　　　  （町道01－007号線付近）

54,000

38,500

40,500

5,800

41,300

33,900

11,700

中央台１丁目　　　　　　（町道01－006号線付近）

中央台２丁目　　　　　　（町道02－008号線付近）

25,700

18,000

6,600

24,200

基　　　準　　　地　　　の　　　所　　　在

13,400

12,500

評価額（円/㎡）

18,200

24,000

19,500

尾上字柳作　　　　　　　（国道296号線付近）

下台字熊野　　　　　　　（町道02－009号線付近）

22,600

（単位：円/㎡）

■　県基準地価格（基準日：各年７月１日）

■　固定資産税基準地等評価額（平成25年1月1日）

 13．固定資産基準地等価格一覧表

■　地価公示価格（基準日：各年１月１日）

墨字仲之尾余　　　　　  （町道3Ｂ－046号線付近）

酒々井字下宿　　　　　  （県道宗吾酒々井線付近）

上本佐倉字中宿　　　　  （町道02－011号線付近）

本佐倉北押出し　　　　  （成城台団地）

馬橋字中之尾余　　　　  （町道3Ｂ－141号線付近）

13,700

（単位：円/㎡）

中川字埜原谷津　　　　  （国道51号線付近）

上岩橋字中川　　　　  　（町道02－005号線付近）
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柏木字鶴巻　　　　　　　（町道01－003号線付近）

下岩橋字溜ノ台　　　　  （町道01－001号線付近）

伊篠字大日　　　　　　　（国道51号線付近）

伊篠新田字井戸台　　    （町道2Ｂ－010号線付近）

本佐倉南押出し　　　　  （町道3Ｂ－080号線付近）
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